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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成20年11月6日(2008.11.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　血管内の血餅を捕捉するためのフィルタ（２０）において、
　ワイヤガイドを受け入れて通す通路（４３）を有するハブ（４２）と、
　前記フィルタ（２０）が前記血管内に配備されるときに、前記ハブ（４２）から伸張し
、前記フィルタ（２０）を前記血管に固定する各フック（５２）で終端をなす複数の一次
支柱（３８）と、
　前記ハブ（４２）から伸張している複数の二次支柱（４０）であって、前記フィルタ（
２０）が前記血管内に配備される際に前記血管の内側と係合して前記フィルタ（４０）を
前記血管の中心に位置決めする、複数の二次支柱（４０）と、
を備えているフィルタ。
【請求項２】
　前記ハブ（４２）には、前記フィルタを前記血管から取り出すための溝（４５）が設け
られている、請求項１に記載のフィルタ。
【請求項３】
　前記一次支柱（３８）と前記二次支柱（４０）のそれぞれは、前記ハブ（４２）に収納
された固定端を含んでおり、前記一次支柱と前記二次支柱の固定端は、束にして一体に固
定され、前記通路（４３）を通って伸張する中心軸線（４４）を画定しており、前記中心
軸線（４４）は、前記フィルタ（２０）がそれ自身を前記血管内で中心に位置決めしたと
き、前記血管を通って伸張する長手方向軸線と実質的に平行である、請求項１又は２に記
載のフィルタ。
【請求項４】
　前記フィルタ（２０）は、潰れた形態と展開した形態を有しており、前記フィルタ（２
０）は、前記血管内に配備される際、前記潰れた形態から前記展開した形態に広がり、前
記二次支柱（４０）は、前記フィルタがその展開した形態に広がる際に、前記フィルタを
中心に位置決めする、請求項１又は２に記載のフィルタ。
【請求項５】
　前記一次支柱（３８）と二次支柱（４０）は、前記フィルタが前記展開形態にあるとき
にはネットを形成して、血餅を捕捉する、請求項３に記載のフィルタ。
【請求項６】
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　前記フック（５２）には、前記血管の内壁と係合する返し（５４）が設けられている、
請求項１又は２に記載のフィルタ。
【請求項７】
　前記一次支柱（３８）は、形状記憶合金で作られている、請求項１又は２に記載のフィ
ルタ。
【請求項８】
　前記二次支柱（４０）は、形状記憶合金で作られている、請求項１又は２に記載のフィ
ルタ。
【請求項９】
　前記一次支柱（３８）は、前記通路の周りに周方向に間隔を空けて配置されており、前
記一次支柱の間の前記間隔は実質的に等しい、請求項１又は２に記載のフィルタ。
【請求項１０】
　対になった二次支柱（４０）が、各対ごとに間隔を空けて配置された一次支柱の、それ
ぞれの間に周方向に配置されている、請求項９に記載のフィルタ。
【請求項１１】
　一次支柱（３８）は、二次支柱の各対の間に配置されている、請求項９に記載のフィル
タ。
【請求項１２】
　前記複数の一次支柱（３８）は、４本の一次支柱である、請求項１又は２に記載のフィ
ルタ。
【請求項１３】
　前記複数の二次支柱（４０）は、８本の二次支柱である、請求項１又は２に記載のフィ
ルタ。
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